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既築住宅のＺＥＨ改修実証支援事業に申請を検討している方へ

ＳＩＩが執り行う本事業は、

公的な国庫補助金を財源としており、社会的にその適正な執行が強く求められます。

当然ながら、ＳＩＩとしても厳正に本事業を執行するとともに、虚偽や不正行為に対しては
厳正に対処いたします。

申請者及び手続代行者の皆様は、以下の①～③をよくご理解のうえ、本事業に関する全ての
手続き、報告を適正に行ってください。

①補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

②ＳＩＩが定める交付規程

③本事業の公募要領



１．事業の概要

２．事業の要件

３．事業スケジュール

４．他の補助金との併用について
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１．事業の概要



令和7年度 既築住宅のＺＥＨ改修実証支援事業

２ 事業概要

1. 事業趣旨
２０２０年１０月に「２０５０年カーボンニュートラル（温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること）実現」を目指すことが宣言され、実現に向けて様々

な取り組みが進められている。

２０２１年には「２０３０年度温室効果ガス排出量を２０１３年度比４６％削減」することが表明され、同年には第６次エネルギー基本計画が閣議決定された。

目標に向けた具体的な取り組みとして、住宅・建築物での省エネ量は８９０万ＫＬ程度へと深堀りがされる中、ボリュームゾーンとなる住宅ストックにおいても

新築住宅のＺＥＨ水準を超える省エネ改修の普及拡大など住宅・建築物の省エネ性能の一層の向上が求められている。

また、２０２５年４月から全ての新築住宅において省エネ基準への適合が義務化される。

ここから更に新築住宅だけにとどまらず、２０５０年に目指すべき住宅・建築物の姿として「ストック平均でＺＥＨ基準の水準の省エネ性能が確保されること」

とされており、トップランナーによる先進的な取り組みにより省エネの深掘りを進めていくことに加え、省エネに取り組むプレーヤーの拡大を目指して全体的な

底上げを図ることが肝要である。

２０２５年２月に閣議決定された第７次エネルギー基本計画においても、引き続き２０５０年ストック平均でのＺＥＨ基準の水準の省エネルギー性能の確保に向

けた施策の方向性が示されている。

本事業を通じて、既存住宅のＺＥＨ水準を超える省エネ改修の深掘り、データのフィードバック、そしてプレーヤーの拡大を目指し、省エネ住宅の普及や省エネ

投資の拡大、ひいては２０３０年度省エネ見通しの達成、並びに２０５０年カーボンニュートラルに向けた政府目標の達成へのビジョンをより具体化していくこ

とを目的とする。

2. 補助事業名
令和７年度 住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業費（既築住宅のＺＥＨ改修実証支援事業）

略称：令和７年度 既築住宅のＺＥＨ改修実証支援事業（以下「本事業」という。）

3. 事業規模
約９億円

※申請状況に応じて、追加公募を実施する。

スケジュールは決まり次第、ＳＩＩのホームページにて公表する。
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【我が国の政策目標】

◼２０２０年１０月に「２０５０年カーボンニュートラル（温室効果ガスの排出量と

吸収量を均衡させること）実現」を目指すことが宣言され、２０２１年には「２０

３０年度温室効果ガス排出量を２０１３年度比４６％削減」することが表明された。

◼２０２５年２月に閣議決定された第７次エネルギー基本計画においても、２０５０

年に目指すべき住宅・建築物の姿として「ストック平均でＺＥＨ基準の水準の省エ

ネ性能が確保されること」が示されている。

◼２０２５年４月に改正建築物省エネ法が施行され、全ての新築住宅において省エネ

基準への適合が義務化される。

事業趣旨

既存住宅についても断熱改修の更なる拡大が必要



事業趣旨

【目的】

既存住宅のＺＥＨ水準を超える省エネ改修の一層の向上

省エネに取り組むプレーヤーの拡大

省エネ住宅の普及や省エネ投資の拡大

２０３０年度省エネ見通しの達成、並びに２０５０年カーボンニュートラルに

向けた政府目標の達成へのビジョンをより具体化する



令和7年度 既築住宅のＺＥＨ改修実証支援事業

２ 事業概要

1. 事業趣旨
２０２０年１０月に「２０５０年カーボンニュートラル（温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること）実現」を目指すことが宣言され、実現に向けて様々

な取り組みが進められている。

２０２１年には「２０３０年度温室効果ガス排出量を２０１３年度比４６％削減」することが表明され、同年には第６次エネルギー基本計画が閣議決定された。

目標に向けた具体的な取り組みとして、住宅・建築物での省エネ量は８９０万ＫＬ程度へと深堀りがされる中、ボリュームゾーンとなる住宅ストックにおいても

新築住宅のＺＥＨ水準を超える省エネ改修の普及拡大など住宅・建築物の省エネ性能の一層の向上が求められている。

また、２０２５年４月から全ての新築住宅において省エネ基準への適合が義務化される。

ここから更に新築住宅だけにとどまらず、２０５０年に目指すべき住宅・建築物の姿として「ストック平均でＺＥＨ基準の水準の省エネ性能が確保されること」

とされており、トップランナーによる先進的な取り組みにより省エネの深掘りを進めていくことに加え、省エネに取り組むプレーヤーの拡大を目指して全体的な

底上げを図ることが肝要である。

２０２５年２月に閣議決定された第７次エネルギー基本計画においても、引き続き２０５０年ストック平均でのＺＥＨ基準の水準の省エネルギー性能の確保に向

けた施策の方向性が示されている。

本事業を通じて、既存住宅のＺＥＨ水準を超える省エネ改修の深掘り、データのフィードバック、そしてプレーヤーの拡大を目指し、省エネ住宅の普及や省エネ

投資の拡大、ひいては２０３０年度省エネ見通しの達成、並びに２０５０年カーボンニュートラルに向けた政府目標の達成へのビジョンをより具体化していくこ

とを目的とする。

2. 補助事業名
令和７年度 住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業費（既築住宅のＺＥＨ改修実証支援事業）

略称：令和７年度 既築住宅のＺＥＨ改修実証支援事業（以下「本事業」という。）

3. 事業規模
約９億円

※申請状況に応じて、追加公募を実施する。

スケジュールは決まり次第、ＳＩＩのホームページにて公表する。
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２．事業の要件



令和7年度 既築住宅のＺＥＨ改修実証支援事業

1. 補助対象となる申請者

• 改修する既存戸建住宅※１を所有する建築事業者及び販売事業者（既存住宅の売買又はリノベーションに現に関わっているもの）であること。

• 建物登記事項証明書上、既存戸建住宅を「居宅」として登録し、所有していること。

ただし、交付申請時に所有しておらず、申請後に所有予定の場合は、実績報告書提出時に当該住宅を所有し、建物登記事項証明書の写しを提出することを条件

に申請を認める。

• 本事業の業務に意欲を有し、本事業の安定的運営を図れる資力、実績等を有すること。

2. 補助対象となる住宅

• 既存戸建住宅※１であること。（社宅、寮は補助対象としない。）

• 専用住宅であること。（店舗付き住宅は補助対象としない。）

• 申請は一法人につき一住戸までとする。

3. 交付要件

以下の要件を満たすものとする。

① 既存戸建住宅の外気に接する外壁全てを断熱改修すること。

② 改修後の住宅がＢＥＩ≦０．７を満たすこと。

※設計一次エネルギー消費量は、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から３０％以上削減されていること。

③ 改修後の住宅の外皮性能は、地域区分毎に定められた断熱等性能等級６以上の外皮平均熱貫流率(ＵＡ値)及び冷房期の平均日射熱取得率(ηＡＣ値)を満たすこと。

④ 中間報告までにＢＥＬＳの取得をすること（「 中間報告」参照）。

申請する住宅について、建築物省エネ法第７条に基づく省エネルギー性能表示（ＢＥＬＳ等、第三者認証を受けているものに限る。以下「ＢＥＬＳ」という。）にて、

ＢＥＩ≦０．７且つ断熱等級６以上であることを示す証書を取得すること。なお、断熱等級６以上であることを示す証書は、ＳＩＩが指定する期日までに提出すること。

⑤ 改修後の住宅の効果測定を行い、報告すること(「 -８効果測定について」参照)。

⑥ 改修後の住宅を１年以上一般に公開（オープンハウス等）し、改修効果等を広く周知する広報活動を行い、成果報告をすること。

３ 公募対象

※１ 既存戸建住宅とは、交付申請日時点において、建築 （検査済証の発出日）から１年以上が経過した住宅、又は建築後、現在又は過去に人が居住したことのある

住宅のことをいう。

地域区分 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

外皮平均熱貫流率（ＵＡ値） ０．２８以下 ０．３４以下 0．４６以下 ー

冷房期の平均日射熱取得率（ηＡＣ値） 基準値なし ３．０以下 ２．８以下 ２．７以下 ５．１以下

３

７

５



① 改修する既存戸建住宅を所有する建築事業者及び販売事業者（既存住宅の売買又は

リノベーションに現に関わっているもの）であること。

② 建物登記事項証明書上、既存戸建住宅を「居宅」として登録し、所有していること。

ただし、交付申請時に所有しておらず、申請後に所有予定の場合は、実績報告書提出時

に当該住宅を所有し、建物登記事項証明書の写しを提出することを条件に申請を認める。

③ 本事業の業務に意欲を有し、本事業の安定的運営を図れる資力、実績等を有すること。

補助対象となる申請者



令和7年度 既築住宅のＺＥＨ改修実証支援事業

1. 補助対象となる申請者

• 改修する既存戸建住宅※１を所有する建築事業者及び販売事業者（既存住宅の売買又はリノベーションに現に関わっているもの）であること。

• 建物登記事項証明書上、既存戸建住宅を「居宅」として登録し、所有していること。

ただし、交付申請時に所有しておらず、申請後に所有予定の場合は、実績報告書提出時に当該住宅を所有し、建物登記事項証明書の写しを提出することを条件

に申請を認める。

• 本事業の業務に意欲を有し、本事業の安定的運営を図れる資力、実績等を有すること。

2. 補助対象となる住宅

• 既存戸建住宅※１であること。（社宅、寮は補助対象としない。）

• 専用住宅であること。（店舗付き住宅は補助対象としない。）

• 申請は一法人につき一住戸までとする。

3. 交付要件

以下の要件を満たすものとする。

① 既存戸建住宅の外気に接する外壁全てを断熱改修すること。

② 改修後の住宅がＢＥＩ≦０．７を満たすこと。

※設計一次エネルギー消費量は、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から３０％以上削減されていること。

③ 改修後の住宅の外皮性能は、地域区分毎に定められた断熱等性能等級６以上の外皮平均熱貫流率(ＵＡ値)及び冷房期の平均日射熱取得率(ηＡＣ値)を満たすこと。

④ 中間報告までにＢＥＬＳの取得をすること（「 中間報告」参照）。

申請する住宅について、建築物省エネ法第７条に基づく省エネルギー性能表示（ＢＥＬＳ等、第三者認証を受けているものに限る。以下「ＢＥＬＳ」という。）にて、

ＢＥＩ≦０．７且つ断熱等級６以上であることを示す証書を取得すること。なお、断熱等級６以上であることを示す証書は、ＳＩＩが指定する期日までに提出すること。

⑤ 改修後の住宅の効果測定を行い、報告すること(「 -８効果測定について」参照)。

⑥ 改修後の住宅を１年以上一般に公開（オープンハウス等）し、改修効果等を広く周知する広報活動を行い、成果報告をすること。

３ 公募対象

※１ 既存戸建住宅とは、交付申請日時点において、建築 （検査済証の発出日）から１年以上が経過した住宅、又は建築後、現在又は過去に人が居住したことのある

住宅のことをいう。

地域区分 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

外皮平均熱貫流率（ＵＡ値） ０．２８以下 ０．３４以下 0．４６以下 ー

冷房期の平均日射熱取得率（ηＡＣ値） 基準値なし ３．０以下 ２．８以下 ２．７以下 ５．１以下

３

７

５



① 既存戸建住宅であること。（社宅、寮は補助対象外）

② 専用住宅であること。（店舗付き住宅は補助対象外）

③ 申請は一法人につき一住戸までとする。

補助対象となる住宅



令和7年度 既築住宅のＺＥＨ改修実証支援事業

1. 補助対象となる申請者

• 改修する既存戸建住宅※１を所有する建築事業者及び販売事業者（既存住宅の売買又はリノベーションに現に関わっているもの）であること。

• 建物登記事項証明書上、既存戸建住宅を「居宅」として登録し、所有していること。

ただし、交付申請時に所有しておらず、申請後に所有予定の場合は、実績報告書提出時に当該住宅を所有し、建物登記事項証明書の写しを提出することを条件

に申請を認める。

• 本事業の業務に意欲を有し、本事業の安定的運営を図れる資力、実績等を有すること。

2. 補助対象となる住宅

• 既存戸建住宅※１であること。（社宅、寮は補助対象としない。）

• 専用住宅であること。（店舗付き住宅は補助対象としない。）

• 申請は一法人につき一住戸までとする。

3. 交付要件

以下の要件を満たすものとする。

① 既存戸建住宅の外気に接する外壁全てを断熱改修すること。

② 改修後の住宅がＢＥＩ≦０．７を満たすこと。

※設計一次エネルギー消費量は、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から３０％以上削減されていること。

③ 改修後の住宅の外皮性能は、地域区分毎に定められた断熱等性能等級６以上の外皮平均熱貫流率(ＵＡ値)及び冷房期の平均日射熱取得率(ηＡＣ値)を満たすこと。

④ 中間報告までにＢＥＬＳの取得をすること（「 中間報告」参照）。

申請する住宅について、建築物省エネ法第７条に基づく省エネルギー性能表示（ＢＥＬＳ等、第三者認証を受けているものに限る。以下「ＢＥＬＳ」という。）にて、

ＢＥＩ≦０．７且つ断熱等級６以上であることを示す証書を取得すること。なお、断熱等級６以上であることを示す証書は、ＳＩＩが指定する期日までに提出すること。

⑤ 改修後の住宅の効果測定を行い、報告すること(「 -８効果測定について」参照)。

⑥ 改修後の住宅を１年以上一般に公開（オープンハウス等）し、改修効果等を広く周知する広報活動を行い、成果報告をすること。

３ 公募対象

※１ 既存戸建住宅とは、交付申請日時点において、建築 （検査済証の発出日）から１年以上が経過した住宅、又は建築後、現在又は過去に人が居住したことのある

住宅のことをいう。

地域区分 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

外皮平均熱貫流率（ＵＡ値） ０．２８以下 ０．３４以下 0．４６以下 ー

冷房期の平均日射熱取得率（ηＡＣ値） 基準値なし ３．０以下 ２．８以下 ２．７以下 ５．１以下

３

７

５



① 既存戸建住宅の外気に接する外壁全てを断熱改修すること。

② 改修後の住宅がＢＥＩ≦０．７を満たすこと。
※設計一次エネルギー消費量は、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量
から３０％以上削減されていること。

③ 改修後の住宅の外皮性能は、地域区分毎に定められた断熱等性能等級６以上の
外皮平均熱貫流率（ＵＡ値）及び冷房期の平均日射熱取得率（ηＡＣ値）を
満たすこと。

交付要件

地域区分 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

外皮平均熱貫流率
（ＵＡ値）

0.28以下 0.34以下 0.46以下 ー

冷房期の平均日射熱取得率
（ηＡＣ値）

基準値なし 3.0以下 2.8以下 2.7以下 5.1以下



④ 中間報告までにＢＥＬＳの取得をすること
申請する住宅について、建築物省エネ法第７条に基づく省エネルギー性能表示（ＢＥＬＳ等、
第三者認証を受けているものに限る。）にて、ＢＥＩ≦０．７且つ断熱等級６以上であるこ
とを示す証書を取得すること。

なお、断熱等級６以上であることを示す証書は、ＳＩＩが指定する期日までに提出すること。

⑤ 改修後の住宅の効果測定を行い、報告すること。

⑥ 改修後の住宅を１年以上一般に公開（オープンハウス等）し、改修効果等を広く
周知する広報活動を行い、成果報告をすること。

交付要件
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4. 補助対象となる建材及び設備
使用する建材及び設備は新品であること。

【補助対象となる主な製品】

➢建材：断熱材（天井、屋根、外壁、床、基礎）、窓・ガラス・玄関ドア等の開口部材

➢空調設備：ルームエアコンディショナー等の暖房・冷房設備

➢給湯設備：[給湯器] 電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート・おひさまエコキュート）、ガス潜熱回収型給湯器（エコジョーズ）、石油潜熱回収型給湯機（エコフィール）、
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）、太陽熱利用システム、燃料電池（エネファーム）等の給湯器

[給湯関連設備] 節湯・節水型水栓、高断熱浴槽

➢換気設備

高断熱外皮

改修要件 補助対象 建材の種類 要件

● 該 断熱材（外壁）

• 外皮平均熱貫流率（ＵＡ値）を算出するための外皮計算に係る部分に用いる製品を導入すること。

〇 該

断熱材（天井、屋根、床、

基礎）、窓・ガラス・玄

関ドア等の開口部材

設備

改修要件 補助対象 設備の種類 要件

〇 該 空調設備

• エネルギー消費性能計算プログラム（ＷＥＢプログラム）において計算できる暖房設備及び冷房設備を

導入する場合、補助対象とする。

• 一次エネルギー消費量の計算の「暖房設備・冷房設備」において「設置しない」という選択はできない。

ただし、１・２地域の「冷房」、８地域の「暖房」に限り、「設置しない」という申請を認める。

〇 該 給湯設備

• エネルギー消費性能計算プログラム（ＷＥＢプログラム）において計算できる設備を導入する場合、補

助対象とする。

※ ガス（石油）従来型給湯機、ガス（石油）従来型給湯温水暖房機の導入は補助対象外とする。

〇 該 換気設備
• エネルギー消費性能計算プログラム（ＷＥＢプログラム）において計算できる設備を導入する場合、補

助対象とする。

〇 ー 照明設備
• エネルギー消費性能計算プログラム（ＷＥＢプログラム）において計算できる設備を導入すること。

※照明設備の導入は補助対象外とする。

【改修要件】●：必須 〇：任意 【補助対象】該：補助対象となるもの

【申請にあたっての注意】

本事業に係る工事（一連の工事を含む）は、本事業の交付決定通知書に記載する交付決定日以降に契約、発注、着工すること。

なお、一連の工事とは、 補助対象以外の工事（補助対象となる建材・設備の取付けに不可欠な工事等）であっても同じ契約内のものをいう。 ６



建材は外皮計算に係る部分に用いる製品を導入すること。

【補助対象となる建材】

◼断熱材

◼窓

◼ガラス

◼玄関ドア

なお、外壁に用いる断熱材は必須改修となる。

補助対象となる建材
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4. 補助対象となる建材及び設備
使用する建材及び設備は新品であること。

【補助対象となる主な製品】

➢建材：断熱材（天井、屋根、外壁、床、基礎）、窓・ガラス・玄関ドア等の開口部材

➢空調設備：ルームエアコンディショナー等の暖房・冷房設備

➢給湯設備：[給湯器] 電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート・おひさまエコキュート）、ガス潜熱回収型給湯器（エコジョーズ）、石油潜熱回収型給湯機（エコフィール）、
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）、太陽熱利用システム、燃料電池（エネファーム）等の給湯器

[給湯関連設備] 節湯・節水型水栓、高断熱浴槽

➢換気設備

高断熱外皮

改修要件 補助対象 建材の種類 要件

● 該 断熱材（外壁）

• 外皮平均熱貫流率（ＵＡ値）を算出するための外皮計算に係る部分に用いる製品を導入すること。

〇 該

断熱材（天井、屋根、床、

基礎）、窓・ガラス・玄

関ドア等の開口部材

設備

改修要件 補助対象 設備の種類 要件

〇 該 空調設備

• エネルギー消費性能計算プログラム（ＷＥＢプログラム）において計算できる暖房設備及び冷房設備を

導入する場合、補助対象とする。

• 一次エネルギー消費量の計算の「暖房設備・冷房設備」において「設置しない」という選択はできない。

ただし、１・２地域の「冷房」、８地域の「暖房」に限り、「設置しない」という申請を認める。

〇 該 給湯設備

• エネルギー消費性能計算プログラム（ＷＥＢプログラム）において計算できる設備を導入する場合、補

助対象とする。

※ ガス（石油）従来型給湯機、ガス（石油）従来型給湯温水暖房機の導入は補助対象外とする。

〇 該 換気設備
• エネルギー消費性能計算プログラム（ＷＥＢプログラム）において計算できる設備を導入する場合、補

助対象とする。

〇 ー 照明設備
• エネルギー消費性能計算プログラム（ＷＥＢプログラム）において計算できる設備を導入すること。

※照明設備の導入は補助対象外とする。

【改修要件】●：必須 〇：任意 【補助対象】該：補助対象となるもの

【申請にあたっての注意】

本事業に係る工事（一連の工事を含む）は、本事業の交付決定通知書に記載する交付決定日以降に契約、発注、着工すること。

なお、一連の工事とは、 補助対象以外の工事（補助対象となる建材・設備の取付けに不可欠な工事等）であっても同じ契約内のものをいう。 ６



エネルギー消費性能計算プログラム（ＷＥＢプログラム）において
計算できる設備を導入する場合、補助対象とする。

【補助対象となる設備】

◼ルームエアコンディショナー等の冷暖房設備

◼各給湯器、給湯関連設備

◼換気設備

なお、照明設備は補助対象とならない。

補助対象となる設備
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5. 補助対象となる経費
補助事業に必要な本事業に資する費用を補助対象経費とし、見積明細を基に算出すること。

なお、補助率は補助対象経費の１／３以内とする。

補助対象経費及び補助対象外経費は、下表のとおりとする。

（注１) 交付申請書とともに提出された見積書に値引きを計上している場合は、見積費用全体に係るものとみなし、補助対象経費にも按分にて値引きされているものとして取り扱う。

（注２) 補助対象経費は、材料費・工事費共に市場流通価格等を基に適切に算定すること｡

（注３) 見積上の一項目に、補助対象と補助対象外の両方が含まれる場合、補助対象外を控除した経費を補助対象経費とすること。

ただし、補助対象外の控除分を合理的な方法で算出しがたい場合は、費用按分も可とする。

（注４）建材製品は、外皮に接するものに限り、補助対象とする。

（注５）補助事業者（申請者）又は補助事業者（申請者）と利害を一にする者が、補助対象製品の調達及び工事等に係る場合は、該当する者の利益相当分を排除した額を

補助対象経費とする必要がある。ＳＩＩは補助事業者（申請者）に対して、仕入れ価格の分かる見積書の写し等の提出を求め、補助対象経費の算定等について指示を

     行う場合があるので、これに応じること。

（注６）自社で施工する場合等において、見積書、契約書及び領収書等により補助対象経費として支出したことが確認できないものは、補助対象外とする。 ７

経費区分 項目

補助対象経費

設計費
・ＢＥＬＳ取得に係る費用（ただし、第三者評価機関の評価料金等に限る）

・本事業の効果測定に要する費用

設備費 ・補助対象となる製品の購入費

工事費

・補助対象となる製品の取付費及び、その取付に必要な部材と取付費

・補助対象となる製品の取付・敷設に必要な下地材・既存設備の脱着等

・補助対象となる製品の取付・敷設に伴う既存壁等の解体撤去費（場内集積まで）

・補助対象となる製品以外の気密性向上に必要な部材と取付費（気密シート等）

・気流止め・通気止めの部材と取付費

・開口部材設置の為の下地材と取付費

補助対象外経費

・上記に記載した補助対象経費の設計費以外の設計費用等

・養生費、清掃費、美装費、搬入費、仮設足場費

・給排水、電気等の設備工事費及び上記に記載した補助対象経費以外の設備機器等の購入費用

・クロス、外壁サイディング（断熱材注入サイディング含む）、フローリング、窓額縁材等の仕上げ材、網戸・面格子等の窓付属部材

・サイディング胴縁、壁透湿シート、屋根防水シート等の下地材と取付費

・土台・大引き・柱等の構造材、床下地合板、石膏ボード等の下地面材と取付費

・諸経費、書類等の補助対象製品以外の送料、交通費、廃材処分費、管理費、調査費、消費税及び地方消費税、法定外福利費

・金融機関に対する振込手数料等

・玄関ドアの一部を構成するガラスを交換する工事

BELSの取得、効果測定に係る費用

補助対象となる製品の購入費

補助対象となる製品の取付費及び、
その取付に必要な部材と取付費等



◼建材製品は、外皮に接するものに限り、補助対象とする。

◼申請者又は申請者と利害を一にする者が、補助対象製品の調達及び工事等に係る場

合は、該当する者の利益相当分を排除した額を補助対象経費とする必要がある。

ＳＩＩは申請者に対して、仕入れ価格の分かる見積書の写し等の提出を求め、補助

対象経費の算定等について指示を行う場合があるので、これに応じること。

◼自社で施工する場合等において、見積書、契約書及び領収書等により補助対象経費

として支出したことが確認できないものは、補助対象外とする。

補助対象となる経費の注意事項
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6. 補助率及び補助金の上限額

① 補助率

補助対象経費の１／３以内とする。

② 補助金の上限額

地域区分 １～４地域 ： １住戸当たり５００万円

地域区分 ５～８地域 ： １住戸当たり４００万円

7. 審査について
学識経験者を含む関係分野の専門家で構成された審査委員会で定められた審査基準に基づき、申請のあった事業について先着順に審査を行い、随時採択する。

交付決定は、申請書の到着日から約１か月を目処に随時行う（申請書類に不備・不足がある場合この限りではない）。

※採択後、ＢＥＩ・ＵＡ値が本事業の交付決定時よりも悪化した場合、又は本事業の要件に不適合となった場合は、原則補助金の交付を受けることができないので

注意すること。

8. 効果測定について
本事業に係る工事が完了した日以降に、以下の測定方法に従って気温の測定を行うこと。

① 測定期間

２０２５年１２月１日（月）～１２月２６日（金）のいずれか1日

② 測定場所

A) エアコン等の暖房器具が設置された主たる居室の中心付近（床から高さ１０ｃｍ、１００ｃｍの２カ所）

B) 戸外（地面からの高さ１５０～２００ｃｍ、建物、構築物から１００ｃｍ程度十分離れていること。１００ｃｍ程度離れることが不可の場合は、可能な限

り建物、構築物から離れて測定すること。）

③ 測定方法

A) エアコン等の暖房器具を１８時から２４時の間に最低３時間運転した後、停止して測定をする。

B) エアコン等の暖房器具の運転を停止した時刻と、停止してから１時間おきに９回（計１０回）、一定間隔で測定したデータを記録できる測定機器にて

気温を測定する。

C) 同時刻の戸外の気温も同測定機器にて測定する。

④ 提出方法

ＳＩＩが定める定型様式に測定結果を記載し提出すること。

⑤ 測定結果提出期限

２０２５年１２月２６日（金）１７時必着
８



◼補助率

補助対象経費の１／３以内とする。

◼補助金の上限額

地域区分 １～４地域 ： １住戸当たり５００万円

地域区分 ５～８地域 ： １住戸当たり４００万円

補助率及び補助金の上限額
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6. 補助率及び補助金の上限額

① 補助率

補助対象経費の１／３以内とする。

② 補助金の上限額

地域区分 １～４地域 ： １住戸当たり５００万円

地域区分 ５～８地域 ： １住戸当たり４００万円

7. 審査について
学識経験者を含む関係分野の専門家で構成された審査委員会で定められた審査基準に基づき、申請のあった事業について先着順に審査を行い、随時採択する。

交付決定は、申請書の到着日から約１か月を目処に随時行う（申請書類に不備・不足がある場合この限りではない）。

※採択後、ＢＥＩ・ＵＡ値が本事業の交付決定時よりも悪化した場合、又は本事業の要件に不適合となった場合は、原則補助金の交付を受けることができないので

注意すること。

8. 効果測定について
本事業に係る工事が完了した日以降に、以下の測定方法に従って気温の測定を行うこと。

① 測定期間

２０２５年１２月１日（月）～１２月２６日（金）のいずれか1日

② 測定場所

A) エアコン等の暖房器具が設置された主たる居室の中心付近（床から高さ１０ｃｍ、１００ｃｍの２カ所）

B) 戸外（地面からの高さ１５０～２００ｃｍ、建物、構築物から１００ｃｍ程度十分離れていること。１００ｃｍ程度離れることが不可の場合は、可能な限

り建物、構築物から離れて測定すること。）

③ 測定方法

A) エアコン等の暖房器具を１８時から２４時の間に最低３時間運転した後、停止して測定をする。

B) エアコン等の暖房器具の運転を停止した時刻と、停止してから１時間おきに９回（計１０回）、一定間隔で測定したデータを記録できる測定機器にて

気温を測定する。

C) 同時刻の戸外の気温も同測定機器にて測定する。

④ 提出方法

ＳＩＩが定める定型様式に測定結果を記載し提出すること。

⑤ 測定結果提出期限

２０２５年１２月２６日（金）１７時必着
８



◼ 申請のあった事業について先着順に審査を行い、随時採択する。

◼ 交付決定は、申請書の到着日から約１か月を目処に随時行う。

※申請書類に不備・不足がある場合この限りではない

◼ 採択後、ＢＥＩ・ＵＡ値及びηＡＣ値が本事業の交付決定時よりも悪

化した場合、又は本事業の要件に不適合となった場合は、原則補助金

の交付を受けることができないので注意すること。

審査について
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6. 補助率及び補助金の上限額

① 補助率

補助対象経費の１／３以内とする。

② 補助金の上限額

地域区分 １～４地域 ： １住戸当たり５００万円

地域区分 ５～８地域 ： １住戸当たり４００万円

7. 審査について
学識経験者を含む関係分野の専門家で構成された審査委員会で定められた審査基準に基づき、申請のあった事業について先着順に審査を行い、随時採択する。

交付決定は、申請書の到着日から約１か月を目処に随時行う（申請書類に不備・不足がある場合この限りではない）。

※採択後、ＢＥＩ・ＵＡ値が本事業の交付決定時よりも悪化した場合、又は本事業の要件に不適合となった場合は、原則補助金の交付を受けることができないので

注意すること。

8. 効果測定について
本事業に係る工事が完了した日以降に、以下の測定方法に従って気温の測定を行うこと。

① 測定期間

２０２５年１２月１日（月）～１２月２６日（金）のいずれか1日

② 測定場所

A) エアコン等の暖房器具が設置された主たる居室の中心付近（床から高さ１０ｃｍ、１００ｃｍの２カ所）

B) 戸外（地面からの高さ１５０～２００ｃｍ、建物、構築物から１００ｃｍ程度十分離れていること。１００ｃｍ程度離れることが不可の場合は、可能な限

り建物、構築物から離れて測定すること。）

③ 測定方法

A) エアコン等の暖房器具を１８時から２４時の間に最低３時間運転した後、停止して測定をする。

B) エアコン等の暖房器具の運転を停止した時刻と、停止してから１時間おきに９回（計１０回）、一定間隔で測定したデータを記録できる測定機器にて

気温を測定する。

C) 同時刻の戸外の気温も同測定機器にて測定する。

④ 提出方法

ＳＩＩが定める定型様式に測定結果を記載し提出すること。

⑤ 測定結果提出期限

２０２５年１２月２６日（金）１７時必着
８



① 測定期間
２０２５年１２月１日（月）～１２月２６日（金）のいずれか1日

② 測定場所
室内と戸外で測定すること。

1階平面図

↑測定場所

←測定場所

効果測定について



A)エアコン等の暖房器具が設置された主たる居室の中心付近
（測定機器は床から高さ１０ｃｍ、１００ｃｍの２カ所に設置）

B)戸外

地面からの高さ１５０～２００ｃｍ、建物、構築物から

１００ｃｍ程度十分離れていること。

※１００ｃｍ程度離れることが不可の場合は、

可能な限り建物、構築物から離れて測定すること。

測定場所について詳細



③ 測定方法

エアコン等の暖房器具を１８時から２４時の間に最低３時間運転した後、停止して

測定をする。エアコン等の暖房器具の運転を停止した時刻と、停止してから１時間

おきに９回（計１０回）、一定間隔で測定したデータを記録できる測定機器にて気

温を測定する。

同時刻の戸外の気温も測定する。

④提出方法

ＳＩＩが定める定型様式に測定結果を記載し提出すること。

⑤測定結果提出期限

２０２５年１２月２６日（金）１７時必着

効果測定について
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9. 事業完了日について
事業完了日は、本事業に係る一連の工事が完了する日もしくは支払いが完了する日（入金受領日）のいずれが遅い日を事業完了日とする。

なお、補助事業は原則２０２５年１２月１０日（水）までに完了すること。

10. 改修した住宅の一般公開（オープンハウス等）について
補助事業者（申請者）は事業完了後、改修後の住宅の断熱効果や省エネ効果等の重要性を広めることを目的として、改修した住宅を一般公開（オープンハウス

等）すること。また、一般公開終了後、「成果報告書」をＳＩＩへ提出すること。

① 実施期間

• 改修した住宅は２０２５年１２月までに一般公開（オープンハウス等）を開始すること。

なお、一般公開は最低１年以上行うこと。

• ＳＩＩが本事業のキャンペーンとして広報等行う場合には、協力すること。

② 成果報告書の提出について

• 一般公開終了後、補助事業者（申請者）は成果報告書※１を２０２６年１２月２５日（金）までに提出すること。

• 成果報告書の提出がない場合、補助金の返還を求める場合があるため、注意すること。

• 様式のダウンロードや提出先についての詳細は、交付決定時に送付する事務取扱説明書を参照すること。

③ 一般公開終了後の住宅の販売について

• 一般公開終了後、住宅の販売は認めるが、購入者（事業承継者）は本事業を承継することを条件とする。

• 補助事業者（申請者）は事業承継者へ、事業承継者が法定耐用年数の期間内に取得財産等を処分しようとするときは、予め財産処分承認申請書をＳＩＩに提

出し、その承認を受けなければならないことを伝えること。（取得財産等については「 -５取得財産の管理等」を参照すること。）

11. 報告会について
ＳＩＩが本事業について報告会の開催及び事例集紹介の作成を行う場合は、補助事業者（申請者）へ協力を求める場合があるので対応すること。

12. アンケートについて
ＳＩＩが本事業についてアンケートを行う場合は、補助事業者（申請者）へ協力を求める場合があるので対応すること。

※１「成果報告書」はどのように広報活動を行ったか、来場者数、広報活動の成果、広報活動中の写真等を報告すること。

また、広報活動に作成したパンフレット等がある場合はあわせて提出すること。

４

９



補助事業者（申請者）は事業完了後、改修後の住宅の断熱効果や省エネ効果等の

重要性を広めることを目的として、改修した住宅を一般公開（オープンハウス等）

すること。

また、一般公開終了後、「成果報告書」をＳＩＩへ提出すること。

改修した住宅の一般公開（オープンハウス等）について



① 実施期間

• 改修した住宅は２０２５年１２月までに一般公開（オープンハウス等）を開始すること。
なお、一般公開は最低１年以上行うこと。

• ＳＩＩが本事業のキャンペーンとして広報等行う場合には、協力すること。

② 成果報告書の提出について

• 一般公開終了後、補助事業者（申請者）は成果報告書を２０２６年１２月２５日（金）
までに提出すること。

• 成果報告書の提出がない場合、補助金の返還を求める場合があるため、注意すること。

• 様式のダウンロードや提出先についての詳細は、交付決定時に送付する事務取扱説明書
を参照すること。

改修した住宅の一般公開（オープンハウス等）について



③ 一般公開終了後の住宅の販売について

• 一般公開終了後、住宅の販売は認めるが、購入者（事業承継者）は本事業を承継す

ることを条件とする。

• 補助事業者（申請者）は事業承継者へ、事業承継者が法定耐用年数の期間内に取得

財産等を処分しようとするときは、財産処分の申請が必要となる。

改修した住宅の一般公開（オープンハウス等）について
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9. 事業完了日について
事業完了日は、本事業に係る一連の工事が完了する日もしくは支払いが完了する日（入金受領日）のいずれが遅い日を事業完了日とする。

なお、補助事業は原則２０２５年１２月１０日（水）までに完了すること。

10. 改修した住宅の一般公開（オープンハウス等）について
補助事業者（申請者）は事業完了後、改修後の住宅の断熱効果や省エネ効果等の重要性を広めることを目的として、改修した住宅を一般公開（オープンハウス

等）すること。また、一般公開終了後、「成果報告書」をＳＩＩへ提出すること。

① 実施期間

• 改修した住宅は２０２５年１２月までに一般公開（オープンハウス等）を開始すること。

なお、一般公開は最低１年以上行うこと。

• ＳＩＩが本事業のキャンペーンとして広報等行う場合には、協力すること。

② 成果報告書の提出について

• 一般公開終了後、補助事業者（申請者）は成果報告書※１を２０２６年１２月２５日（金）までに提出すること。

• 成果報告書の提出がない場合、補助金の返還を求める場合があるため、注意すること。

• 様式のダウンロードや提出先についての詳細は、交付決定時に送付する事務取扱説明書を参照すること。

③ 一般公開終了後の住宅の販売について

• 一般公開終了後、住宅の販売は認めるが、購入者（事業承継者）は本事業を承継することを条件とする。

• 補助事業者（申請者）は事業承継者へ、事業承継者が法定耐用年数の期間内に取得財産等を処分しようとするときは、予め財産処分承認申請書をＳＩＩに提

出し、その承認を受けなければならないことを伝えること。（取得財産等については「 -５取得財産の管理等」を参照すること。）

11. 報告会について
ＳＩＩが本事業について報告会の開催及び事例集紹介の作成を行う場合は、補助事業者（申請者）へ協力を求める場合があるので対応すること。

12. アンケートについて
ＳＩＩが本事業についてアンケートを行う場合は、補助事業者（申請者）へ協力を求める場合があるので対応すること。

※１「成果報告書」はどのように広報活動を行ったか、来場者数、広報活動の成果、広報活動中の写真等を報告すること。

また、広報活動に作成したパンフレット等がある場合はあわせて提出すること。

４

９



ＳＩＩが本事業について報告会の開催及び事例集紹介の作成やアンケートを

行う場合は、協力すること。

報告会、アンケートについて



３．事業スケジュール
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1. 事業スケジュール
本事業のスケジュールは以下のとおりとする。

（注１）実績報告書は、事業完了日から起算して１４日又は各公募の実績報告書提出期限のいずれか早い日までに提出すること。

なお、事業完了日は、本事業に係る一連の工事が完了した日もしくは補助対象工事を含む一連の工事の支払いが完了した日（入金受領日）のいずれか遅い日とする。

（注２）申請状況に応じて、追加公募を実施する。スケジュールは決まり次第、ＳＩＩのホームページにて公表する。

2. 利益排除について
補助事業者（申請者）又は補助事業者（申請者）と利害を一にする者が、補助対象製品の調達及び工事等に係る場合は、該当する者の利益相当分を排除した額を

補助対象経費とする必要がある。

ＳＩＩは補助事業者（申請者）に対して、仕入れ価格の分かる見積書の写し等の提出を求め、補助対象経費の算定等について指示を行う場合があるので、これに

応じること。

10

４ 事業スケジュール及び注意事項等

年間予定 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 １２月

公募期間：2025年6月2日(月)～6月30日(月)

中間報告書類提出期限：2025年9月30日(火)

実績報告書提出期限：2025年12月10日(水)

効果測定期間：2025年12月1日(月)～12月26日(金)

※上記期間のうち、いずれか1日測定すること。

成果報告書提出期限：2026年12月25日(金)

実績報告書提出期限(事業完了期限)

公募期間

工事期間

交付決定(随時採択)

中間報告書類提出期限

成果報告書
提出期限改修した住宅の一般公開実施期間(最低1年以上)

効果測定報告書提出期限

効果測定期間



年間予定 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 １２月

公募期間

2025年6月2日(月)～6月30日(月)

中間報告書類提出期限

2025年9月30日(火)

実績報告書提出期限

2025年12月10日(水)

効果測定期間

2025年12月1日(月)～12月26日(金)

成果報告書提出期限

2026年12月25日(金)

効果測定結果報告書
提出期限

公募期間

交付決定（随時採択）

中間報告書類提出期限

工事期間
実績報告書提出期限
(事業完了期限)

効果測定期間

成果報告書
提出期限

改修した住宅の一般公開実施期間(最低1年以上)

事業スケジュールについて



４．他の補助金との併用について
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3. 他の補助事業との調整

• 補助対象経費には、国からの他の補助金（負担金、利子補給金並びに補助金適正化法第２条第４項第１号に掲げる給付金及び同項第２号に掲げる資金を含む）

の対象経費が含まれないこと。

国からの他の補助金を重複受給した場合は、不正行為とみなし、当該補助金に係る交付決定の取り消しを行うと共に、受領済の補助金のうち取り消し対象と

なった額に加算金（年１０．９５％の利率）を加えた額を返還することになるので注意すること。

• 他の補助金との併用については、補助対象に重複部分がなく、工事請負契約が別である場合は併用可とする。

• 地方公共団体（地方自治体）の単独費による補助金は併用可とする。

• 地方公共団体（地方自治体）の補助金の一部に国費が充当されているか否かについては、当該地方公共団体（地方自治体）に問合せすること。

4. 本事業の支払いについて
本事業に係る一連の工事の支払いは、原則現金払い（金融機関による振込）とすること。

手形払い等、不渡り、減額等が発生する可能性のある支払い方法は不可とする。

5. 取得財産の管理等

• 本事業により取得し、又は効用の増加した財産（取得財産等）については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の

目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

• 補助事業者（申請者）は、法定耐用年数の期間内に取得財産等を処分しようとするときは、予め補助事業財産処分承認申請書をＳＩＩに提出し、その承認を
受けなければならない。
万一、未承認のまま財産処分が行われた場合、ＳＩＩは交付決定を取り消し、加算金（年利１０．９５％）と共に補助金全額の返還を求めることがある。

• ＳＩＩは、補助事業者（申請者）が取得財産等を処分することにより、収入があり、又は収入があると認められるときは、その収入の全部又は一部をＳＩＩに
納付させることができるものとする。

6. 交付決定の取り消し、補助金の返還、罰則等について
補助事業者（申請者）は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）（以下「適正化法」という。）、補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）及び交付規程の定めるところに従わなければならない。

なお、これらの規定に違反する行為がなされた場合、次の措置が講じられ得ることに留意すること。

• 適正化法第１７条の規定による交付決定の取り消し、第１８条の規定による補助金等の返還及び第１９条第１項の規定による加算金の納付。

• 適正化法第２９条から第３２条までの規定による罰則。

• 相当の期間補助金等の全部又は一部の交付決定を行わないこと。

• ＳＩＩの所管する契約について、一定期間指名等の対象外とすること。

• 補助事業者（申請者）等の名称及び不正内容の公表。 11



• 他の補助金との併用については、補助対象に重複部分がなく、工事請負契約が

別である場合は併用可とする。

• 地方公共団体（地方自治体）の単独費による補助金は併用可とする。

• 地方公共団体（地方自治体）の補助金の一部に国費が充当されているか否かに

ついては、当該地方公共団体（地方自治体）に問合せすること。

他の補助金との併用について



５．事業の流れ
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1. 事業フロー

公募 審査・選考 事業の開始・完了 審査・支払い
成果報告

（事業完了後）

※１「申請確認」は申請の手続きを手続代行者が対応している場合のみ実施する。

※２ 本事業に係る工事（一連の工事を含む）は、交付決定通知書に記載する交付決定日以降に契約、発注、着工すること。

公
募
情
報
公
表

「
交
付
申
請
書
」
受
理

「
交
付
申
請
書
」
審
査

「
交
付
決
定
通
知
書
」
発
行

事
業
開
始
（
契
約
、
発
注
、
着
工
）

「
交
付
決
定
通
知
書

」
受
領

事
業
完
了
（
工
事
・
支
払
い
完
了
）

「
実
績
報
告
書
」
及
び
提
出
書
類
作
成
・
提
出

審
査
等

「
交
付
額
確
定
通
知
書
」
発
行

「
交
付
額
確
定
通
知
書
」
受
領

補
助
金
支
払
い

補
助
金
入
金

「
成
果
報
告
書
」
提
出

「
成
果
報
告
書
」
受
領

「
申
請
確
認

」
送
信

①

「
交
付
申
請
書
」
及
び
提
出
書
類
作
成
・
提
出

「
申
請
確
認

」
受
信
・
回
答

中
間
検
査
（
現
地
調
査
）

※２

確
定
検
査
（
現
地
調
査
）

「
精
算
払
請
求
書
」
提
出

Ｓ
Ｉ
Ｉ

申
請
者
（
補
助
事
業
者
）

②

③ ④

⑤

⑥ ⑦

⑧ ⑨

⑩ ⑪

⑫ ⑬

⑮ ⑯ ⑰

⑱ ⑲

⑳

㉑

「
中
間
報
告
書
類
」
作
成
・
提
出

「
中
間
報
告
書
類
」
審
査

㉓

㉔

効
果
測
定

⑭

改修した住宅の一般公開（オープンハウス等）㉒

※１

※１
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本事業に係る工事（一連の工事を含む）は、本事業の交付決定通知書に記載する

交付決定日以降に契約、発注、着工すること。

なお、一連の工事とは、 補助対象以外の工事（補助対象となる建材・設備の取付けに
不可欠な工事等）であっても同じ契約内のものをいう。

申請にあたっての注意



６．申請方法
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メール件名
交付申請書（〇〇〇〇〇）
※（ ）内には法人名を入力すること。

提出先E-mailアドレス
zehplus-kaishu-shinsei@sii.or.jp
※本メールアドレスは提出書類受付用のアドレスのため、問合せをしても回答することができないので注意すること。

22

６ 申請方法

1. 提出先
申請書類の提出は、Ｅ－ｍａｉｌにて送付すること。申請方法の手順は以下のとおりとする。

① 申請様式のダウンロード

• ＳＩＩホームページの既築住宅のＺＥＨ改修実証支援事業のページ（https://sii.or.jp/zehplus-kaishu07/）より「申請様式」をダウンロードすること。

② 申請書類のデータ作成

• 提出書類については、Ｅｘｃｅｌ及びＰＤＦファイル形式で作成すること。

• 提出書類のファイル名は「 -４必要提出書類の一覧」にある指定のファイル名で作成すること。

③ 申請書類をＥ－ｍａｉｌにて送付

• 申請書類の提出は、Ｅ－ｍａｉｌにて送付すること。Ｅ－ｍａｉｌの送付ができない場合は、 ＳＩＩへ相談すること。

• １申請ごとにメールで送付すること。

• 提出書類の添付ファイルが一度に送付できない場合は、メールを分けて作成すること。

その場合、メールを分けて送付していることが分かるように、メール件名の後ろに「１／２」、「２／２」等を入れてメールを作成すること。

• メール件名と提出先Ｅ－ｍａｉｌアドレスは下表のとおりとする。

• ＳＩＩよりメールを受信した旨の通知（自動返信）をするので、必ず確認すること。

（注１）自動返信メールは送信専用のため、返信してもＳＩＩは対応できないので注意すること。

６



ＳＩＩのホームページ

（https://sii.or.jp/)にアクセスし、

「ＺＥＨ＋改修」のアイコンを選択

申請様式のダウンロード方法



左側のメニューバー内にある

「公募情報・申請書類」を選択

申請様式のダウンロード方法



下へスクロールし、申請書様式一式

ファイルを選択してダウンロードする。

申請様式のダウンロード方法
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メール件名
交付申請書（〇〇〇〇〇）
※（ ）内には法人名を入力すること。

提出先E-mailアドレス
zehplus-kaishu-shinsei@sii.or.jp
※本メールアドレスは提出書類受付用のアドレスのため、問合せをしても回答することができないので注意すること。
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1. 提出先
申請書類の提出は、Ｅ－ｍａｉｌにて送付すること。申請方法の手順は以下のとおりとする。

① 申請様式のダウンロード

• ＳＩＩホームページの既築住宅のＺＥＨ改修実証支援事業のページ（https://sii.or.jp/zehplus-kaishu07/）より「申請様式」をダウンロードすること。

② 申請書類のデータ作成

• 提出書類については、Ｅｘｃｅｌ及びＰＤＦファイル形式で作成すること。

• 提出書類のファイル名は「 -４必要提出書類の一覧」にある指定のファイル名で作成すること。

③ 申請書類をＥ－ｍａｉｌにて送付

• 申請書類の提出は、Ｅ－ｍａｉｌにて送付すること。Ｅ－ｍａｉｌの送付ができない場合は、 ＳＩＩへ相談すること。

• １申請ごとにメールで送付すること。

• 提出書類の添付ファイルが一度に送付できない場合は、メールを分けて作成すること。

その場合、メールを分けて送付していることが分かるように、メール件名の後ろに「１／２」、「２／２」等を入れてメールを作成すること。

• メール件名と提出先Ｅ－ｍａｉｌアドレスは下表のとおりとする。

• ＳＩＩよりメールを受信した旨の通知（自動返信）をするので、必ず確認すること。

（注１）自動返信メールは送信専用のため、返信してもＳＩＩは対応できないので注意すること。

６
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2. 申請書提出期間

申請書提出期間： ２０２５年６月２日（月）１０時 ～ ２０２５年６月３０日（月） １７時必着

※２０２５年６月２日（月）１０時以前に届いたメールについては受付けをしないので注意すること。

※申請の受付けは、公募期間内の平日（月曜～金曜）のみ行い、毎日１７時に締めたうえ、１７時を超えた申請は翌営業日の申請として受付ける。

3. 申請確認（申請者のメールアドレス確認）

申請の手続きを手続代行者が対応している場合のみ、個人情報保護の観点より、交付申請書に記載されている申請者のＥ－ｍａｉｌアドレスに間違いがないか申

請者本人に確認を行う。

「申請確認」ができなかった場合は、審査を進めることができないため、注意すること。

【回答方法】

• noreply-zehplus-kaishu@sii.or.jpのＥ－ｍａｉｌアドレスより申請者宛に「【既築住宅のＺＥＨ改修補助金】申請の確認」という件名のメールを送信するた

め、メール本文に記載されてあるＵＲＬアドレスより回答をすること。

※本メールアドレスは送信専用のため、問合せをしても回答することができないため注意すること。

回答方法は以下の図のとおりとする。

⑤「ご確認ありがとうございます」の
画面が表示されたら、回答完了

①

①メール本文のＵＲＬアドレスへアクセス

③

④

②

④「送信」を押下

②「はい、申請しました。」を選択

③法人名を入力

⑤

申請確認メールの例
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２０２５年６月２日（月）１０時 ～ ２０２５年６月３０日（月） １７時必着

※２０２５年６月２日（月）１０時以前に届いたメールについては受付けをしないので
注意すること。

※申請の受付けは、公募期間内の平日（月曜～金曜）のみ行い、毎日１７時に締めたうえ、
１７時を超えた申請は翌営業日の申請として受付ける。

申請書提出期間
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2. 申請書提出期間

申請書提出期間： ２０２５年６月２日（月）１０時 ～ ２０２５年６月６日（金） １７時必着

※２０２５年６月２日（月）１０時以前に届いたメールについては受付けをしないので注意すること。

※申請の受付けは、公募期間内の平日（月曜～金曜）のみ行い、毎日１７時に締めたうえ、１７時を超えた申請は翌営業日の申請として受付ける。

3. 申請確認（申請者のメールアドレス確認）

申請の手続きを手続代行者が対応している場合のみ、個人情報保護の観点より、交付申請書に記載されている申請者のＥ－ｍａｉｌアドレスに間違いがないか申

請者本人に確認を行う。

「申請確認」ができなかった場合は、審査を進めることができないため、注意すること。

【回答方法】

• noreply-zehplus-kaishu@sii.or.jpのＥ－ｍａｉｌアドレスより申請者宛に「【既築住宅のＺＥＨ改修補助金】申請の確認」という件名のメールを送信するた

め、メール本文に記載されてあるＵＲＬアドレスより回答をすること。

※本メールアドレスは送信専用のため、問合せをしても回答することができないため注意すること。

回答方法は以下の図のとおりとする。

⑤「ご確認ありがとうございます」の
画面が表示されたら、回答完了

①

①メール本文のＵＲＬアドレスへアクセス

③

④

②

④「送信」を押下

②「はい、申請しました。」を選択

③法人名を入力

⑤

申請確認メールの例
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4. 必要提出書類の一覧
申請者はＳＩＩのホームページで公表している様式で申請すること。

なお、提出書類は電子ファイルを作成し、指定したファイル名で保存をすること。提出書類のファイル名、ファイル形式については下表のとおりとする。

（ファイル名の（ ）内には法人名を入力すること。）

（注１）必要提出書類の詳細は次頁以降を参照すること。

（注２） ＳＩＩが上記以外の書類が審査に必要と判断し、提出を求めた場合は応じること。

（注３) 提出書類は文字や図面が不鮮明でなく、確認できる状態のものを送付すること。

書類名 様式 区分
ファイル名
(ファイル形式)

⑪ 見積書 自由 ●
３見積書(〇〇〇〇〇).pdf
（ＰＤＦファイル）

⑫

建
築
図
面
等

平面図等 自由 ●

４図面(〇〇〇〇〇).pdf
（ＰＤＦファイル）

⑬ 立面図 自由 ●

⑭ 矩計図・断面図 自由 ●

⑮ 姿図
（ガラス交換の場合のみ）

自由 △

⑯ 求積図・求積表 自由 ●

５求積(〇〇〇〇〇).xlsx
（Ｅｘｃｅｌファイル）

又は
５求積(〇〇〇〇〇).pdf
（ＰＤＦファイル）

⑰
外皮計算書及び性能値を

確認できる書類（カタログ等）
自由 ●

６外皮計算(〇〇〇〇〇).pdf
（ＰＤＦファイル）

⑱
一次エネルギー消費量計算結果

（ＷＥＢプログラム）
※２ ●

７エネルギー計算(〇〇〇〇〇).pdf
（ＰＤＦファイル）

⑲ 導入設備の仕様書等 自由 ●
８設備(〇〇〇〇〇).pdf
（ＰＤＦファイル）

⑳ その他書類
(上記に該当しない書類がある場合のみ)

自由 △
９その他(〇〇〇〇〇).pdf
（ＰＤＦファイル）

書類名 様式 区分
ファイル名
(ファイル形式)

① 誓約書 定型様式１ ●

１交付申請書(〇〇〇〇〇).xlsx
（Ｅｘｃｅｌファイル）

② 個人情報の取得と利用について 定型様式２ ●

③
手続代行委任状

（申請者の代わりに代行者が申請する
場合のみ）

定型様式３ △

④ 交付申請書 定型様式４ ●

⑤ 暴力団排除に関する誓約事項 別紙 ●

⑥ 役員名簿 別添 ●

⑦ 明細書 定型様式5 ●

⑧ 総括表 定型様式6 ●

⑨ 広報活動計画書 定型様式7 ●

⑩

申
請
者
確
認
書
類

法人登記事項証明書

自由 ●
２申請者確認(〇〇〇〇〇).pdf
（ＰＤＦファイル）

建物登記事項証明書

【区分】●：提出必須 △：該当する場合のみ提出

※１

※１ 建具・設備設置配置図を兼ねる。

※２ 国立研究開発法人 建築研究所のホームページに公開されている「エネルギー消費性能計算プログラム［住宅版］」を使用すること。 24



７．中間報告について
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７ 中間報告

1. 中間報告について注意事項

• 補助事業者（申請者）は、交付決定後一ヶ月を目途にＢＥＬＳを取得し、ＳＩＩが指定する期日までに中間報告を行うこと。

• ＢＥＬＳに関する審査を受けた結果、ＢＥＩとＵＡ値が本事業の交付決定時の値よりも悪化した場合、又は本事業の要件に不適合となった場合は、

原則補助金の交付を受けることができないので、注意すること。

2. 中間報告書類の提出先

• 補助事業者（申請者）はＳＩＩが指定した期日までに中間報告書類を提出すること。

• 中間報告書類の提出は、Ｅ－ｍａｉｌにて送付すること。Ｅ－ｍａｉｌの送付ができない場合は、 ＳＩＩへ相談すること。

• １申請ごとにメールで送付すること。

• 提出書類の添付ファイルが一度に送付できない場合は、メールを分けて作成すること。

その場合、メールを分けて送付していることが分かるように、メール件名の後ろに「１／２」、「２／２」等を入れてメールを作成すること。

• メール件名と提出先Ｅ－ｍａｉｌアドレスは下表のとおりとする。

• ＳＩＩよりメールを受信した旨の通知（自動返信）をするので、必ず確認すること。

（注１）自動返信メールは送信専用のため、返信してもＳＩＩは対応できないので注意すること。

3. 中間報告書類の提出期限
２０２５年９月３０日（火） １７時必着

メール件名
中間報告（〇〇〇〇〇）
※（ ）内には法人名を入力すること。

提出先E-mailアドレス
zehplus-kaishu-shinsei@sii.or.jp
※本メールアドレスは提出書類受付用のアドレスのため、問合せをしても回答することができないので注意すること。
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◼ 補助事業者（申請者）は、交付決定後速やかにＢＥＬＳ申請をし、一ヶ月を目途に

取得すること。

◼ ２０２５年９月３０日（火） １７時までにＳＩＩへメールにて提出すること。

◼ ＢＥＬＳに関する審査を受けた結果、ＢＥＩとＵＡ値及びηＡＣ値が本事業の交付

決定時の値よりも悪化した場合、又は本事業の要件に不適合となった場合は、原則

補助金の交付を受けることができないので、注意すること。

中間報告について注意事項
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７ 中間報告

1. 中間報告について注意事項

• 補助事業者（申請者）は、交付決定後一ヶ月を目途にＢＥＬＳを取得し、ＳＩＩが指定する期日までに中間報告を行うこと。

• ＢＥＬＳに関する審査を受けた結果、ＢＥＩとＵＡ値が本事業の交付決定時の値よりも悪化した場合、又は本事業の要件に不適合となった場合は、

原則補助金の交付を受けることができないので、注意すること。

2. 中間報告書類の提出先

• 補助事業者（申請者）はＳＩＩが指定した期日までに中間報告書類を提出すること。

• 中間報告書類の提出は、Ｅ－ｍａｉｌにて送付すること。Ｅ－ｍａｉｌの送付ができない場合は、 ＳＩＩへ相談すること。

• １申請ごとにメールで送付すること。

• 提出書類の添付ファイルが一度に送付できない場合は、メールを分けて作成すること。

その場合、メールを分けて送付していることが分かるように、メール件名の後ろに「１／２」、「２／２」等を入れてメールを作成すること。

• メール件名と提出先Ｅ－ｍａｉｌアドレスは下表のとおりとする。

• ＳＩＩよりメールを受信した旨の通知（自動返信）をするので、必ず確認すること。

（注１）自動返信メールは送信専用のため、返信してもＳＩＩは対応できないので注意すること。

3. 中間報告書類の提出期限
２０２５年９月３０日（火） １７時必着

メール件名
中間報告（〇〇〇〇〇）
※（ ）内には法人名を入力すること。

提出先E-mailアドレス
zehplus-kaishu-shinsei@sii.or.jp
※本メールアドレスは提出書類受付用のアドレスのため、問合せをしても回答することができないので注意すること。
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７ 中間報告

1. 中間報告について注意事項

• 補助事業者（申請者）は、交付決定後一ヶ月を目途にＢＥＬＳを取得し、ＳＩＩが指定する期日までに中間報告を行うこと。

• ＢＥＬＳに関する審査を受けた結果、ＢＥＩとＵＡ値が本事業の交付決定時の値よりも悪化した場合、又は本事業の要件に不適合となった場合は、

原則補助金の交付を受けることができないので、注意すること。

2. 中間報告書類の提出先

• 補助事業者（申請者）はＳＩＩが指定した期日までに中間報告書類を提出すること。

• 中間報告書類の提出は、Ｅ－ｍａｉｌにて送付すること。Ｅ－ｍａｉｌの送付ができない場合は、 ＳＩＩへ相談すること。

• １申請ごとにメールで送付すること。

• 提出書類の添付ファイルが一度に送付できない場合は、メールを分けて作成すること。

その場合、メールを分けて送付していることが分かるように、メール件名の後ろに「１／２」、「２／２」等を入れてメールを作成すること。

• メール件名と提出先Ｅ－ｍａｉｌアドレスは下表のとおりとする。

• ＳＩＩよりメールを受信した旨の通知（自動返信）をするので、必ず確認すること。

（注１）自動返信メールは送信専用のため、返信してもＳＩＩは対応できないので注意すること。

3. 中間報告書類の提出期限
２０２５年９月３０日（火） １７時必着

メール件名
中間報告（〇〇〇〇〇）
※（ ）内には法人名を入力すること。

提出先E-mailアドレス
zehplus-kaishu-shinsei@sii.or.jp
※本メールアドレスは提出書類受付用のアドレスのため、問合せをしても回答することができないので注意すること。
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4. 中間報告の必要提出書類の一覧

提出書類は電子ファイルを作成し、指定したファイル名で保存をすること。提出書類のファイル名、ファイル形式については下表のとおりとする。

（ファイル名の（ ）内には法人名を入力すること。）

書類名
ファイル名
(ファイル形式)

① 建築物の省エネ性能の評価書（ＢＥＬＳ）
１BELS（中間）(〇〇〇〇〇).pdf
（ＰＤＦファイル）

②
一次エネルギー消費量計算結果（ＷＥＢプログラム）
※第三者評価機関の押印があるもの

２エネルギー計算（中間）(〇〇〇〇〇).pdf
（ＰＤＦファイル）

③
外皮計算書
※第三者評価機関の押印があるもの

３外皮計算（中間）(〇〇〇〇〇).pdf
（ＰＤＦファイル）

④
建築図面等
※第三者評価機関の押印があるもの

４図面（中間）(〇〇〇〇〇).pdf
（ＰＤＦファイル）

⑤ 実績報告書
５実績報告書（中間）(〇〇〇〇〇).xlsx
（Ｅｘｃｅｌファイル）

（注１） 中間報告の必要提出書類の詳細は次頁を参照すること。

（注２） ＳＩＩが上記以外の書類が審査に必要と判断し、提出を求めた場合は応じること。

（注３） 提出書類は文字や図面が不鮮明でなく、確認できる状態のものを送付すること。

（注４） 交付申請時の内容に変更があった場合、必ず事前にその内容をＳＩＩへ報告し、指示に従うこと。
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８．事前質問への回答



Q.法人の代表者が個人で所有している既存戸建住宅は
補助対象になりますか？

A.法人の代表者が個人で所有する場合は補助対象外です。

事前質問への回答①



Q.他の補助金事業との併用は可能ですか？

A.地方公共団体（地方自治体）の単独費（国費が充当されていな
いもの）による補助金は併用可能です。

国からの他の補助金については、補助対象に重複部分がなく、
工事請負契約が別である場合は併用可能です。

事前質問への回答②



Q.オープンハウスは、1年間のうちどれくらいの頻度で開催すれ
ばよろしいでしょうか？

A.本事業は一般の皆様に広く改修効果を知っていただくことを
目的としておりますので、最低でも月に1回以上の実施日を設け
るようにしてください。

事前質問への回答③



Q.オープンハウスを1年以上一般公開とありますが、オープンハ
ウス期間中に対象の住宅を販売しても良いのでしょうか？

A.一般公開期間中に販売することは可能ですが、一般公開は
事業者の責任において必ず1年以上実施し、成果報告書もご提出
ください。また、引き渡しは一般公開期間終了後としてください。

なお、販売後、契約を締結する場合は、予め財産処分申請をSIIへ
提出いただき承認を受ける必要がありますのでご注意ください。

事前質問への回答④



Q.改修後の住宅を販売せず、引き続き一般公開用として活用する
ことを目的とした場合、補助対象になりますか？

A.交付要件を満たしていれば、販売予定が無くても補助対象と
なります。

事前質問への回答⑤



既築住宅のＺＥＨ改修実証支援事業
https://sii.or.jp/zehplus-kaishu07/

０３ｰ５５６５ｰ３１１０

[受付時間] 平日10時～12時、13時～17時
※通話料がかかります。
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